
111研究論文

研
究
論
文

１．はじめに

石切場は原料採取の場であり、採取の進行によっ
て古い痕跡は消滅する。生産物は、土木構築物や石
造品の原部材となる石材であり、それ自体に文化財
の価値を見出すのは難しい。そのため文化財として
保存顕彰の対象となりにくい。しかし今日、香川県
小豆島岩谷（図－１）の「大坂城石垣石切丁場跡」は、
法的に「我が国にとつて歴史上又は学術上価値の高
いもの」として国指定史跡となっている。なぜ石切
場が「歴史上」「価値の高いもの」として認識され
保護の対象になったのだろうか。そこで石切場がど
のような経過において存続し、なぜ生産の場から歴
史的な場として認識されるようになったのか地域の
歴史認識を明らかにすることによって、保護意識の
形成過程を検討する。
予察として、史跡は風土や歴史的経過を基盤とす
る地域的特質に規定される、と考えている。史跡（石
切場）に関する保護意識の形成過程を考察すること
で、保護意識の基盤となった地域的特質や史跡とし
ての石切場の特質が見えてくるだろう。

２．史跡保護の意義

社会は人間の数多ある活動痕跡を取捨選択して史
跡とする。当然その選択には国家政策による影響が
考えられる。初めて国家が制度として史跡を保護す
ることになる大正８年（1919）制定の史蹟名勝天然
紀念物保存法に対し、田中琢氏は「国家による歴史

の選別保護顕彰」 １）と評価している。朴晋雨氏は明
治天皇の聖蹟を分析することで、史跡保存が「体制
イデオロギーの支配を正当化する役割」 ２）とし、高
木博志氏は「近代日本における史蹟・名勝の保存が
ナショナリズムの発揚と深く関わり、日露戦後の地
方改良運動の国民教化をはじめとする天皇制イデオ
ロギーと不可分の問題であった」 ３）という。史跡を
考えるには国家・体制イデオロギーとの関係を検討
しなければならない。住友陽文氏の研究は、史跡保
存顕彰の国家的・社会的意味を考察し、文化財を媒
介にして国家と国民の関係を明らかにした重要な研
究である ４）。住友氏によれば、近代国家は旧跡の保
存（文化財化）によって「古来脈々と永続してきた
国土の上に君臨」することを正当化し、地域は史跡
に由緒を付与することで「国家に自己の普遍性を強
烈に自己主張」するのだという。
では地域は史跡にどのような由緒を付与し、「自
己の普遍性」を確立したのだろうか。まず基礎的作
業として石切場がどのような経過をたどるか明らか
にする。

３．近世の石切場成立と石材監護

（１）近世初期の黒田家による採石と残石監護
元和６年（1620）、徳川幕府によって大坂城は再
築された ５）。西日本大名らによる割普請によって再
築された。石垣用石材の調達は兵庫県東六甲や瀬戸
内海島嶼部を中心に各地で切り出した。福岡藩黒田
家は文献史料により東六甲と小豆島にて採石したこ
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とが判明している。福岡藩は元和７年（1621）に小
豆島岩谷を石切場として確保する。「草壁村庄屋長
町五郎太夫石場渡状写」（広瀬家文書）によれば、
小堀政一からの指示で小豆島草加部村の庄屋長町五
郎太夫が黒田長政へ石場として「亀崎」「岩谷」「同
在所之上」「しいの木」を渡している ６）。
近世初期、小豆島は幕府直轄領であり福岡藩領で
はない。福岡藩が円滑に石材を確保し公儀普請に従
事できるように幕府が幕領の石材採取可能地を一部
開放したのだろう。岩谷で調達した石材は文書の発
行時期や石切場と石垣から検出される刻印から鑑み
るに大坂城第二期普請の東内堀石垣などに使用され
たと想定される。
大坂城普請の後、岩谷には大量の残石が発生し、
現地保管されている。大坂においても普請時に相当
数の残石が発生し、大坂城南側の玉造から上本町一
帯で保管されている。原則調達した藩が管理するが、

進止権は幕府にあった ７）。同様に石切場現地で発生
した残石についても調達した藩の責任にて管理する
が、公儀御用の石であって福岡藩の所有物ではない
ということであろう。
実際の管理には福岡藩は配下の頼七兵衛を土着さ
せ残石の監護にあたらせた。藩の財政予算書を解説
する「御積帳注解」 ８）によれば、このような石番が
大坂鈴木町・紀伊国下清水町、伊豆真男鶴・網代に
いたという。残石の維持管理のために藩の予算に費
目が計上されていることからは、藩の残石を相当に
意識していたことがうかがい知ることができる。岩
谷村年寄には一人扶持、七兵衛には藩から二人扶持
を与えられ、七兵衛の子孫は幕末まで石番を務めて
いる。地元の村役人に扶持を与えているのは、より
実効的に残石管理をさせるためと考えられる。この
岩谷の石切場は石番七兵衛と村役人の監護のもと約
240年間、静態保存された。そのため石材産業が成

図－１　小豆島　石切場・朝鮮出兵関連地区



113研究論文

研
究
論
文

立し得なかったとみられる。
（２）幕末期の兵庫今津砲台への再利用
幕末期、幕府は国内外勢力への軍事的・政治的プ
レゼンスを示し摂海防備のために和田岬・湊川崎・
西宮・今津の四砲台を築造する。今津砲台の石材に
ついては事業請負によって小豆島福田と岩谷から調
達されることとなった。実際の切り出し前の文久３
年（1863）４月、岩谷村の本村である草下部村の庄
屋らが岩谷にある残石を一石ずつ悉皆調査し、「御
用石員数寸尺改帳」（以下、改帳） ９）を作成した。
改帳は砲台築造の幕府役人である「御台場御掛り御
役人中」に送付されている。改帳には丁場名、残石
の番号、寸法、海辺までの距離が記載され、大坂城
残石を砲台用石材として再利用を企図したものとみ
られる。計画的な石材調達を推進するための基礎資
料として幕府役人方へ送付されたのであろう。岩谷
村の石材切り出しは備前宮の浦石工弥兵衛と喜代蔵
が請け負っている。前述の通り石材産業が成立しな
かったため、石工がおらず島外から確保したと考え
られる。改帳では残石の海辺までの距離を意識し、
石材を船で運搬していることを考えれば、海岸線（天
狗岩磯丁場等）の残石を中心に再加工して搬出した
とみられる 10）。
改帳を庄屋らが作成したことは、地域が残石管理
に責任を負っていたということであり、地域で約
240年間脈々と管理したということであろう。残石
を砲台に再利用したということは残石には土木資材
として価値があり、まだ歴史的な意味づけはみられ
ない。

４．明治期の石切場存続過程

徳川幕府から明治政府に政権が交代したことに伴
い、石切場の管理はどうなったのであろうか。残石
の処分をめぐる顛末をみていく。
明治10年（1877）、愛媛県権令岩村高俊は内務卿
大久保利通に「石材處分之儀付伺」 11）を出している。

石材処分之儀ニ付伺

讃岐国小豆島草加部村民有地字中山
一　石数大小合六百五拾四本
　　　内　三百七拾七本　角取
　　　　　弐百七拾七本　ソケ
当縣下於テ前書之通、旧福岡藩用石、従来村民預
リ居、去ル明治四年同藩ノ差図ニ依リ旧兵部省ヘ引
渡候処、其後所用不相成其侭差置有之。地所々有ノ
人民難渋致候間、御不用ニ候ハゝ切出シ度旨伺出取
調候処、事実相違無之手続別紙写之通ニ候条、至急
何分ノ御指揮相成度此段相伺候也
明治十年八月三十日　愛媛縣権令岩村高俊
内務卿大久保利通殿

これによれば明治４年（1871）までは従来通り福
岡藩管理のもと「村民預リ」であった。明治４年に
福岡藩の指示により兵部省へ引き渡され、そのまま
になった。しかし人々が残石で難渋しているので、
不要であれば切り出したいと愛媛県権令の岩村高
俊 12）が内務卿大久保利通に伺いを出している。
この背景には次の施策が関係しているだろう。明
治政府は、明治４年に廃藩置県を実施し、全国の城
郭を兵部省に移管する。兵部省廃止後、明治６年
（1873）には必要施設（存城）を除き、すべての城
郭を大蔵省に移管し処分する方針が示され、廃城の
上払い下げとなった。
明治４年に小豆島岩谷の石切場を兵部省に移管し
たということは、石切場を城郭と同じ扱いで認識し
ていたことを意味する。そして明治６年の払下げの
対象外となっていることから兵部省（陸軍省）は何
らかの意図をもって石切場を保持したと思われ
る 13）。また伺いの「石数大小合六百五拾四本」とい
うのは前述の改帳の個数と一致しており、明治政府
は、石材の管理に幕末期の史料を基礎資料としたこ
とが判明する。
結局、愛媛県権令岩村の石材切り出しという伺い
は許可されることはなかった。その顛末を確認して
いく。関連文書を（表－１）に示した。
前述のとおり明治10年８月30日、愛媛県権令岩村
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高俊は内務卿の大久保利通に石材切り出しの伺いを
送付する。それをうけ同年10月19日、大久保利通は
陸軍卿山縣有朋代理の陸軍中将西郷従道 14）に陸軍
省にて石材不要か照会している。そして実務レベル
の返答として、同年12月21日、工兵第四方面提理代
理陸軍少佐飛鳥井雅古は山縣有朋に次のように回答
している。

　陸第弐千七百弐号扣

工三十五号

　小豆嶋石材手続書御下附相成度義ニ付伺

小豆嶋石材之義ニ付別紙御下問之趣敬承仕候。然

ルニ第五方面上申書中是迄第四方面ニ於テ取扱候

云々記載有之候ニ付、篤ト取調候得共何分判然難。

致加之縣令ヨリ伺書中手続別紙写ノ通ト有之候トモ

別紙相見エ不申候ニ付、従前之手続等不明瞭ニ候間、

其ノ手続篤ト取調之上、何分上申仕度候ニ付、手続

書御下附相成度此段相伺候也

　工兵第四方面提理代理

明治十年十二月二十一日　陸軍少佐飛鳥井雅古

　　　陸軍卿山縣有朋殿

伺之趣別紙壱第三十四号并手続書面下附候条、別

紙壱第ニ千百八十号内務省照会之義、至急取調意見

可申出候事

但別紙書面ハ一閲後返却可致事

十一年一月十七日

第四清五百弐二号

小豆島岩谷の石材は、第五方面上申書に第四方面
取扱云々とあるが判然としないこと、手続別紙がな

くこれまでの手続きが不明瞭であることから「篤ト
取調之上、何分上申」したいので手続書の下付を願
い出ている。年が明けた明治11年（1878）１月11日、
内務省地理局長の桜井勉 15）が陸軍大佐小澤武雄 16）

にあてた文書でも「愛媛縣伺書手続別紙写書無之ニ
付、取調上御差支云々御懸合」とあることから、こ
の時期に手続別紙写を紛失したのか回議で添付され
ておらず稟議が混乱していたことがわかる。そして
明治11年２月25日、陸軍省にて工兵を所管とする第
四局の局長代理陸軍少佐佐々木直前によって各部署
への回答・達案が作成されている。内務省へは「石
材之儀ハ今後諸建築等之節、必用之見込有之。従前
之通差置度候」と回答し、諸建築等に使うため、残
石をこれまで通り差し置くとしている。工兵第四方
面・第五方面には、工兵第四方面が小豆島岩谷の石
材を管理することが指示され決着した。
愛媛県や内務省からの切り出し要請を却下すると
いう意思決定を下したのは、第四局局長代理の佐々
木である。組織の最高責任者は陸軍卿の山縣や陸軍
卿代理の西郷であるが、所管の権限としては佐々木
にあろう。その意思決定に関して実質的に大きな影
響を与えたのは、現場を所管する工兵第四方面の飛
鳥井だと推測される。飛鳥井は「篤ト取調之上、何
分上申」しており、これまでの経緯について詳細を
把握したうえで、上申している。
飛鳥井や佐々木の石材への認識は判明しない
が 17）、もし「篤ト取調」べなしに愛媛県や内務省の
石材切り出し伺いに了承した場合、今日の石切場跡
は残らなかった可能性がある。結果として飛鳥井・
佐々木の判断によって近世から続く石切場の景観が
継承されたといえよう。

表－１　残石処分をめぐる文書一覧
日付 発信者 受信者 タイトル JACARレファレンスコード

明治10年8月30日 愛媛県権令岩村高俊 内務卿　大久保利通 石材処分之儀ニ付伺 C09120368300

明治10年10月19日 内務卿　大久保利通 陸軍卿　山縣有朋代理　陸軍中将
西郷従道

壱第ニ千百八拾号
愛地第八百五十二号 C09120368300

明治10年12月21日 工兵第四方面提理代理　陸軍少佐飛鳥井
雅古 陸軍卿山縣有朋 陸第弐千七百弐号扣    工三十五号

小豆嶋石材手続書御下附相成度義ニ付伺 C04028223100

明治11年1月11日 地理局長　桜井勉 陸軍大佐小澤武雄 壱第三拾四号 C09120405900
明治11年1月 第四局長代理　陸軍少佐佐々木直前 ― 月報　明治十一年一月中文書報告 C09060009400

明治11年2月25日 第四局長代理　（陸軍少佐）佐々木直前 ―
壱第二千百八十号内務省エ回答案

C09120368300同号二付工兵第四方面本署へ達案
同号付工兵第五方面本署へ達案
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明治11年、石材の取締役として村長長町広五郎が
任命されている。政府（陸軍）による直接管理では
なく地域に管理を委ねている。明治15年（1882）に
民間に開放されたが、大正期の栗林公園の事例を除
き、明治15年以降に大量の石材を持ち出した記録は
みられない。つまり岩谷は明治中期には石切場とし
て産業的な価値を喪失していたのである。明治17年
（1884）、皇居造営のための福田・当浜地区（香川県
小豆郡小豆島町福田・当浜）による採石例にみられ
るように近代の石材産業は、福田・当浜地区で発展
しており、軍事用の石材確保は岩谷から福田・当浜
地区や他地区に転換したと考えられる 18）。

５．大正・昭和期の史跡への変質

この章では近世・明治期にはみられなかった石切
場の史跡形成をみていく。その歴史認識の形成には
体制イデオロギーやナショナリズムの発揚が深く関
係していた。そして戦後の文化財保護法による史跡
指定によって行政による保護が明確になった。
（１）歴史叙述の変遷
各時代の文献記述を精査することで、歴史叙述の

変遷を確認していく（表－２）。表－２は小豆島石切
場の記述がある地誌類や文化財調査報告を収集し、
該当部分を抜粋して時系列に整理したものである。

小豆島の旧跡などを記載した地誌である『小豆島
名所図会』は嘉永年間（1848-1854）に暁鐘成によっ
て制作された。図会には小海（香川県小豆郡土庄町
小海）と大部（香川県小豆郡土庄町大部）の残石を
記載しているものの、岩谷石切場の記述はない。小
海の「大坂城残石」項目は「いにしへ大坂の御城を
築き給ふ時、此所の山より切出す所なり。然るに、
余りて不用となりし故、其まゝにしてこゝにありと
ぞ。尤公の御帳面にとまり有て、其数も定まれりと
云」 19）とあり、大坂城普請の際、石材を切り出し残
石は帳面に記載されていることが描写されている。
大部の「城塁残石」項目は「大坂城の御用の余り」
であり、「此地を片桐と字することは、大坂城普請
の時、片桐侯こゝに旅宿」を建てたからだとい
う 20）。ここでは幕末期に小海と大部は旧跡と認知さ
れているが、岩谷は旧跡と認知されていなかったこ
とを指摘しておく。
明治28年（1895）、『讃岐名勝地誌』が刊行され
た 21）。大部村の説明に「豊太閤大阪城を築くに当た
り、片桐市正此近山より石材を掘採したりと云ふ」
と紹介している。明治44年（1911）、神懸山保勝会
によって『小豆島案内』が刊行された 22）。そこでは
小海の残石を「天正年間太閤大阪築城用としてせし
ものの残物」と紹介している。大部・小海とも太閤

表－２　文献で確認できる石切場の記述
年代 文献 発行者

石切場
岩谷 千軒・小瀬 小海 大部

嘉永 小豆島名所図会 暁鐘成 ― ―
いにしえ大坂の御城を築
き給ふ時、此所の山より
切出す所なり　

小海の残石にひとしく、大
坂城の御用の余りなりと
ぞ。
片桐の字、里人いわく大
坂城普請の際片桐公が旅
宿

明治28年 讃岐名勝地誌 広井汲 ― ― ―
豊太閤大阪城を築くに当
たり、片桐市正此近山よ
り石材を掘採したりと云
ふ

明治44年 小豆島案内 神懸山保勝会 ― ― 天正年間太閤大阪築城用
としてせしものの残物 ―

大正2年 栗林公園北門石碑 関西花崗石合資会社
昔豊臣氏大阪城を築きし
時石を我讃岐小豆島より
採りその餘石棄てし

― ― ―

大正10年 小豆郡誌 香川県小豆郡役所

天正11年豊太閤ノ大阪城、
片桐且元は草壁村管氏に
在りて東部
慶長4年豊臣秀頼大阪城ヲ
副築スルに際シテ亦本郡
ノ石材ヲ徴用セシト

天正11年豊太閤ノ大阪城、
加藤清正は土庄町笠井氏
に屯して西部を督す

天正11年豊太閤ノ大阪城、
黒田孝高は北浦村三宅氏
に止まりて北部を督す

―

昭和3年3月 史蹟名勝天然記念物調
査報告3号

香川県史蹟名勝天然
紀念物調査会

慶長4年豊臣秀頼大阪城副
築に際して、黒田筑前守
採石奉行として来り

天正11年11月から石奉行
加藤清正が出張して丁場
を開き自ら毎日の監督に
あたっていた

天正の頃、当時の採石奉
行細川越中守、採石 ―

昭和11年 小豆郡誌第一続編 香川県教育会小豆郡
部会 写真のみ ― ―

轆轤場。天正の昔太閤の
大阪城を築くや片桐且元
築城奉行とし指揮監督
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秀吉の大坂城築造に伴う石材と説明している。明治
期に近世にはみられなかった「太閤」の大坂城と結
びつける説明がみられ始める 23）。
大正２年（1913）の香川県栗林公園北門改修の際、
小豆島福田村の関西花崗石合資会社の寄付によって
袖垣石が設置された。袖垣石は小豆島岩谷の海岸線
（天狗岩磯丁場）から調達している 24）。袖垣石には
設置の顛末が刻まれている碑文がある 25）。そこには
「昔豊臣氏大阪城を築きし時石を我讃岐小豆島より
採りその餘石棄てし海濱尓在り今此園を修むる尓當
り運搬便宜の為尓之を二三尓割り採りて門傍の垣と
為す　大正二年三月」（図－２）とある。わざわざ
遠方の小豆島岩谷から残石を運搬し碑文を刻んだの
は、コスト圧縮を意図したストックの再利用ではな
く「豊臣氏大阪城」の「餘石」であるという由緒に
意味があるからであろう。つまり小豆島岩谷の石切
場が「歴史的な場」と意味づけされたと解釈できる。
大正10年（1921）、香川県小豆郡役所は『小豆郡誌』
を刊行する 26）。石切場に関する説明では、次のよう
にある。天正11年（1583）豊太閤の大坂城築城の際、
小豆島東部に片桐且元が派遣された。また慶長４年
（1599）豊臣秀頼大坂城副築の際、岩谷で石材を採
取し、その当時の残石が福岡藩黒田家の支配になっ
たという。小豆島西部は天正11年加藤清正が屯し、
北部・小海は黒田孝高が督したという。「太閤」大
坂城の記述が急速に増加し、天正11年慶長４年と具
体化している 27）。小豆島島内の各石切場が太閤大坂
城と紐づけされていく現象を確認できる。
昭和３年（1928）、香川県史蹟名勝天然紀念物調

査会によって『史蹟名勝天然紀念物調査報告』３号
（以下、『調査報告』３号）が刊行される 28）。内容は
次の通りである。岩谷の記述では、慶長４年豊臣秀
頼大坂城副築に際して、黒田筑前守が採石奉行とし
て来た。小豆島西部は、天正11年11月から石奉行加
藤清正が出張して丁場を開き、毎日、自ら監督にあ
たっていた。北部・小海は天正の頃、当時の採石奉
行細川越中守が採石した。大正10年の『小豆郡誌』
の記述と異なっている。特に『調査報告』３号では

加藤清正が「自ら毎日の監督にあたっていた」など
記述が具体化している。また『調査報告』３号の小
豆島該当部分は「大阪城石と小豆島との史的関係」
と題しており、大坂城との「関係」を強調している。
以上みてきたように明治末から小豆島の石切場・
残石を「太閤」大坂城と結びつける傾向がみられ始
め、昭和３年には多数の石切場が「太閤」大坂城の
石切場となってしまった。しかし「太閤」との関係
を強調することで石切場が豊臣大坂城築城の文脈に
組み込まれ、史跡に変質するという結果をもたらし

図－２　栗林公園碑文
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た。ではなぜ「太閤」の文脈で叙述されるようになっ
たのか。国家と地域の視点でみていく。
（２）国家・地域にとっての史跡の意味
国民が史跡と認識するには歴史知識・歴史認識が
前提となる。その認識形成の基盤となるのは歴史教
育である。唐澤富太郎氏は近代日本の教科書を８期
に区分している 29）。氏は、５期の明治43年（1910）
～大正６年（1917）の教科書を「家族国家観に基づ
く帝国主義段階の教科書」とし、公教育が初めて国
家主義や軍国主義的色彩を濃厚に出したと指摘して
いる。６期の大正７年（1918）～昭和７年（1932）
は「近代的性格と国家主義の両面を併せ持つ教科
書」、７期の昭和８年（1933）～ 15年（1940）は「ファ
シズム台頭期の臣民教育強化の教科書」、８期の昭
和16年（1941）～ 20年（1945）は「戦時体制下の
超国家主義的・軍国主義的教科書」と概観している。
時代を経るにつれ国家主義・軍国主義に傾倒してい
く様子がわかる。そして修身教科書には国民的英雄
の豊臣秀吉が数多く出現する。教科書における秀吉
の位置付けとしては立身出世の典型として登場す
る 30）。その教科書の秀吉像として「進取の気象」（マ
マ）の説明では朝鮮出兵の説話を記載している。な
お秀吉と同じく加藤清正も修身教科書に登場する。
清正もまた朝鮮出兵の説話にて語られている。国家
が修身教育として秀吉像を規定し、朝鮮出兵が徳目
の説明に使用されていたのである。三鬼清一郎氏は、
豊臣秀吉による朝鮮出兵が「国威の発揚」として高
い評価が与えられた現象は明治末からみられ、日露
戦争では国民への戦意高揚に利用されたと指摘して
いる 31）。高木博志氏は史蹟名勝天然紀念物保存協会
の三宅秀の主張「生まれ故郷の他国に優り優れて居

る点を十分に知らしむる事は、自国を敬ひ、愛国心
を養成する所以」を紹介し、愛郷心を愛国心につな
げるために歴史・天然紀念物を媒介にしたとす
る 32）。秀吉像を通じて郷土教育を実践することが国
民教化に有効であったといえる。
次に地域の視点からみていく。小豆島は豊臣直轄
領であって、近世においては幕府直轄領の加子浦で
あった。文禄年間においても朝鮮出兵に水主役とし
て動員され、享保15年（1730）の『小豆嶋御用船加
子旧記之写』には御用・水主役を勤めたことを多数
記している 33）。嘉永年間の『小豆島名所図会』にお
いても朝鮮出兵にまつわる遺物（田井の太閤石、薬
師堂）を紹介している 34）。加子浦であることは近世
から地域を特徴づける重要な要素だったといえる。
大正10年の『小豆郡誌』では「豊太閤ノ三韓征伐
ニ際シ軍艦ヲ建造シタル遺跡」である淵崎村大谷の
太閤池が登場する。さらに昭和11年（1936）の『小
豆郡誌第一続編』は「太閤秀吉造艦ノ遺跡」として
新たに５件登場する。
小豆島の地域の歴史認識では水主役は非常に重要
な要素であり、特に太閤による朝鮮出兵への動員は
地域の社会的記憶に残ったといえる。この下地に大
坂城イコール太閤というステレオタイプと大坂城残
石が結合し、すべての石切場が太閤の大坂城と関係
づけられていくのではないだろうか。そして伝説が
行政発行の公的な地誌に掲載されることにより既成
事実化したといえるだろう。
国家主義の進展とともに朝鮮出兵に関する「遺跡」
が増加するという現象（表－３）と、石切場が太閤
に関係づけられていく現象は同じ過程をたどる。太
閤という目にみえない虚像を可視化する場所が「太

表－３　文献で確認できる朝鮮出兵関連遺跡
年代 文献 発行者 名称（所在地） 内容

嘉永 小豆島名所図会 暁鐘成
太閤石（田井） 太閤秀吉公の軍艦造りしときに、用ひし瓦石

薬師堂（田井） 本尊瑠璃光仏は、往昔太閤秀吉公の御船の守護仏なりしを、賜るとこ
ろといふ。常に公の御用船のかこの役を勤しとぞ

大正10年 小豆郡誌 香川県小豆郡役所 太閤池（淵崎村大谷） 豊太閤ノ三韓征伐ニ際シ軍艦ヲ建造シタル遺跡ニシテ

昭和11年 小豆郡誌第一続編 香川県教育会小豆郡部会

太閤石（田井） 太閤様として祀る。この石は造船の際、舟のカワラを据えたるものなり。
太閤祭を毎年陰暦6月15日に行う

奉行井戸（大部） 朝鮮征伐の際、軍船を建造したる時奉行の宿りし家に井戸を掘りし
御船蔵（大部） 征韓軍船安宅丸を建造せし地
番匠小屋（大部） 船大工豊公の命により安宅丸を建造するため大工小屋を作りし

遠見石（大部） 造船監督のため豊公来島の際、この巨石の上に座し遠見せしところな
り
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閤秀吉造艦ノ遺跡」であり、大坂城の石切場であっ
た。
このような背景をもとに『調査報告』３号は「大
阪城石と小豆島との史的関係」と題し、大坂城との
「関係」を強調している。この関係こそが地域が主
張する普遍的価値であって、地域の由緒といえるだ
ろう。この由緒を実体化し証明する場所が「歴史的
な場」としての石切場であり、生産の場から史跡に
変質したといえる。
昭和17年（1942）、小豆島史蹟会が岩谷の八人石

横に石工供養塔をたてる。八人石とは採石の際、８
人が事故で巨石の下敷きとなり圧死したと伝わる岩
である。『調査報告』３号では、８人の石工は黒田「公
の為に斃れたので戦に殉じたのと同じ功績」と伝え
ている。供養塔の建立は、地域が石切場を史跡と認
知し、その伝承に関心を持っている証左といえよう。
（３）文化財行政としての史跡指定
昭和34年（1959）、大坂城総合学術調査が実施され、
現在の大坂城石垣はすべて徳川幕府の再築時による
もので、豊臣期の石垣は地表にないことが確認され
た 35）。豊臣大坂城の石垣石と徳川大坂城の石垣石は
まったく規格が異なることも判明し、学術的には太
閤秀吉の大坂城という認識は大きく後退した。大坂
城総合学術調査をきっかけに、昭和43年（1968）に
は兵庫県東六甲で徳川大坂城の石切場が発見され
た。昭和40年代は新聞報道もあって大坂城石垣と石
切場について社会的盛り上がりをみせるに至った。
さて小豆島では昭和40年代、小豆島岩谷の別荘地
の分譲が進行し、石切場の保全が課題となった。開
発から保護するため、行政は文化財保護法を活用し、
昭和45年（1970）岩谷石切場を「大阪城用残石群」
として香川県史跡指定、昭和47年（1972）「大坂城
石垣石切丁場跡」として国史跡指定とした。小豆島
内の他の石切場も昭和40年代に一斉に町・県指定史
跡となっている 36）。いずれの史跡説明でも太閤の要
素はなく、明治～昭和初期の国家主義的な文脈では
なく学問的調査を経て新たな文脈で指定されてい
る。田中琢氏は、昭和50年（1975）の文化財保護法

改正は戦後の経済成長と国土開発がもたらす遺跡の
破壊から保護を求める国民の声が結実した結果であ
ると指摘している 37）。同様に小豆島の石切場史跡指
定も破壊に直面することで法的に保護される結果と
なった 38）。その基盤になったのは、明治大正期の「太
閤」の文脈によって醸成された石切場を歴史的な場
とする地域の認識であろう。

６．おわりに

本稿で明らかになった点をまとめる。

１．小豆島岩谷の石切場は、近世初期から幕末まで
福岡藩の石番人と村役人が大坂城残石を監護
し、明治期は陸軍の所管となったことは知ら
れていたが、公文書を検討した結果、工兵第
四方面が愛媛県による石材切り出しを拒絶し、
必要に備えて大坂城残石をストックした具体
的な経過が明らかになった。明治初期は残石
を土木資材と捉えており歴史的な意味づけは
見られない。

２．明治15年に石切場は民間開放されるものの岩谷
に石材産業は興らず、明治中期に産業的な価
値を喪失していた。

３．国家主義の進展に伴い、明治後期から豊臣秀吉
（豊臣大坂城）と石切場を結びつける傾向が始
まる。豊臣大坂城築城の文脈に組み込まれる
ことで、歴史的な場と認識され、史跡に変質
した。地域にとっては、豊臣大坂城と郷土と
の関係こそが由緒といえる。

４．昭和40年代、開発による破壊に直面することで、
文化財保護法による学問的調査を経て石切場
が保護されることとなった。その基盤には明
治大正期に醸成された石切場を歴史的な場と
する地域の認識があったと考えられる。

以上、考察した通り石切場を保護する論理は時代

の社会的要請によって異なる。現在の史跡名は「大
坂城石垣石切丁場跡」であるが、本稿で明らかにし
たように近世初期の大坂城石切場という属性だけで
はない。石番の存在や幕末期の砲台築造への大坂城
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残石の転用、明治期の石材切り出しをめぐる顛末な
ど豊かな歴史的経過がある。今後は大坂城の石切場
という視点を基点にしつつ、豊かな歴史的経過を保
存・活用の施策に活かすことで石切場の価値に広が
りを持たせることができるのではないか。
近世初期、大坂城再築のもう一つの主要石材産地
が兵庫県東六甲であった。近世には残石管理が実施
されていた上 39）、『日本山海名産図会』 40）、『摂州御
影石匠之図』 41）など石切場に関する描写を確認でき
る。しかし、近代には史跡とはみなされなかったの
か兵庫県の史蹟名勝天然紀念物調査に入っていな
い。昭和43年に大坂城石切場として再発見されるま
で歴史的な場ではなかった。あくまで産業として「御
影石」の生産の場であった 42）。小豆島の事例と大き
く異なっており、石切場であればすべて史跡となる
わけではない。これは地域によって保存顕彰の対象
が異なるということであろう。ここに史跡から小豆
島の地域的特質と史跡としての石切場の特質の一端
を見出しうることを述べ、結びとする。

【註】
１）田中琢 1982 「遺跡遺物に関する保護原則の確立過
程」『考古学論考』小林行雄博士古希記念論文集刊行
委員会　p.p.765-783

２）朴晋雨 1990「明治天皇の「聖蹟」保存について」『歴
史評論』478　p.p.35-51

３）高木博志　1991 「史蹟・名勝の成立」『日本史研究』
351 p.p.63-88

４）住友陽文 1991 「史蹟顕彰運動に関する一考察」『日
本史研究』351 p.p.89-117

５）本稿では原則「大坂城」と表記するが、史料原文の
場合「大阪城」とする。

６）木原博幸 2010 『史料にみる讃岐の近世』美巧社。
白峰旬氏は、大名が石場を確保する場合、小豆島支配
の小堀政一の事前了解が必要であったと明らかにして
いる 2010「近世初期の小豆島・豊島（手島）におけ
る石場に関する史料について」『別府大学大学院紀要』
12  p.p.41-64

７）2013『特別展　天下の城下町　大坂と江戸』大阪歴
史博物館  p.p.111

８）2013『新修福岡市史　資料編近世１領主と藩政』福
岡市史編集委員会

９）石本家文書。香川県県史編さん室資料。香川県立公

文書館蔵。
10）平成25年（2013）に実施した現地調査では海岸線の
残石に近世初期と異なる矢穴痕が認められ、この時期
の採石活動の痕跡である可能性がある。今後の精査が
必要である。
11）「第４局長日　内務省へ回答案讃州小豆島石材の儀
に付愛媛県伺書の件」（JACAR（アジア歴史資料セン
ター）Ref.C09120368300、明治10年10月　諸省　13（防
衛省防衛研究所））
12）岩村高俊（1845－1906）。明治７年（1874）佐賀県
権令。その後、愛媛・石川・愛知県令として赴任。
1973『国史大辞典』吉川弘文館 
13）陸軍省の所管であることから要塞築造などの軍事利
用もしくは所管城郭（兵営地）の補修部材の確保が想
定される。明治期の要塞築造には煉瓦を使用しており、
東京湾要塞の猿島砲台（明治15年築造開始）の例から、
明治15年段階には要塞築造の部材としては石材の重要
性は低下していたとみられる。
14）西郷従道（1843－1902）。明治７年陸軍中将、陸軍
卿代理。11年５月参議兼文部卿、12月から13年２月兼
陸軍卿。1985『日本歴史大辞典』河出書房新社
15）桜井勉（1843－1931）。明治７年12月松山県権参事。
内務権大書記官を経て11年９月地理局長。12年５月山
林局長。2001『日本人名大辞典』講談社
16）小澤武雄。明治10年２月24日、征討総督本営参謀。
明治11年12月24日、第一局長。1993『陸海軍将官人事
総覧　陸軍編』芙蓉書房出版 
17）飛鳥井は軍人ながら姫路城保存に貢献した重要人物
である。本件と同時期にあたる明治10年11月28日、飛
鳥井雅古は西郷従道に姫路城の天守等の修繕費の支出
を求めている（JACAR（アジア歴史資料センター）
Ref.C04027525200、明治10年 「大日記砲兵工兵の部12
月木陸軍省第１局」（防衛省防衛研究所）。姫路市立城
郭研究室ニュース「城踏」No.76、姫路市立城郭研究室、
2009年）。前年の明治９年（1876）７月には姫路城桐
門桝形石垣が雨により崩壊している（JACAR（アジ
ア歴史資料センター）Ref.C04026900200、「大日記 自
６月19日至９月 第５局第８課」（防衛省防衛研究
所））。飛鳥井は城郭天守に加え、石垣等の補修も考慮
に入れていた可能性があるが判然としない。この時期
の城郭内への石材利用例として、明治10年２月松山城
内の兵営築造用に工兵第四方面が犬島・小豆島の石材
を工兵第五方面に引き渡した例がある（JACAR（ア
ジア歴史資料センター）Ref.C04027366800、「大日記 
砲兵工兵の部 ２月木 陸軍省第１局」（防衛省防衛研
究所））。
18）1892『皇居御造営誌　石材所出事業一』内匠寮 宮
内公文書館所蔵。1921『小豆郡誌』香川県小豆郡役所
には、明治15年土庄村にて参謀本部用石（測量用標石）、
明治37年（1904）福田村にて日露戦争の旅順口閉塞用
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石の切り出し等が記載されている。
19）「小豆嶋名所図会」1943『香川叢書』第３ 香川県
20）一般的に大部の「片桐」は、片桐且元だとされてい
る。中村博司氏は且元の次男片桐孝則が大部で採石し
た可能性を指摘している「大坂城の石垣と小豆島の石
切丁場」2011『小豆島　石の歴史シンポジウム』資料
集　小豆島町商工観光課

21）廣井汲 1899『讃岐名勝地誌』開益堂
22）細谷関雄編 1911『小豆島案内』財団法人神懸山保
勝会。編集した細谷関雄は明治44年小豆郡長。
23）豊臣大坂城築城に小豆島石が使われたという伝承は
多々あるが、明確ではない。松浦正一氏は、豊臣大坂
城と徳川大坂城の採石を混同していると指摘している
（1943「江戸時代の小豆島」『近世小豆島経済史考』）。
城戸久氏は「天正における大坂城用材であることを文
献的に明確になし得ないのは遺憾である」と豊臣大坂
城に関係する採石に一定の距離を置いている（1953「小
豆島における近世築城用採石について」日本建築学会
研究報告 （22） 一般社団法人日本建築学会）。

24）1928『史蹟名勝天然記念物調査報告』３号 香川県
史蹟名勝天然記念物調査会

25）平成25年11月30日、有吉康徳、高田祐一、望月悠佑
にて現地調査を実施した。碑文の採拓と石材の観察を
実施した。袖垣石に２つの刻印と20個弱の石材を確認
した。袖垣石に確認される２種の異なる矢穴痕は近世
初期の切り出し時と大正期の運搬のために割った痕跡
であろう。刻印はいずれも小豆島岩谷の刻印と同種で
あり、亀崎海岸（天狗岩丁場）から持ち出したという
記述の物証になると考えている。

26）1921『小豆郡誌』香川県小豆郡役所。小豆郡誌稿本
進達書によれば、明治44年５月、小豆郡長細谷関雄が
小豆郡誌調査委員会を設け『小豆郡誌』発行のための
調査を開始した。調査は古文書収集や名勝旧跡を訪ね
るなどした。

27）この現象の要因として、『小豆郡誌』の「小豆郡誌
稿本進達書」によれば調査の際「広ク所在ノ古老ニ就
キテ聴」いたためだろう。「凡例」が示すように「往々
古老ノ伝説ニ徹セシモノナキニアラス」という状況は

編著者も認識していたと考えられる。
28）前掲註24）
29）唐澤富太郎1989「総論　近代教科書史概観」『唐澤
富太郎著作集　教科書の歴史-教科書と日本人の形成-
（上）』第６巻
30）唐澤富太郎1990「国定教科書に登場する人物」『唐
澤富太郎著作集　教科書の歴史－教科書と日本人の形
成－（下）』第７巻　p.p.154-157
31）三鬼清一郎 2012「近代史学史における信長・秀吉像」
『豊臣政権の法と朝鮮出兵』青史出版 p.p.375-395
32）前掲註３）
33）「小豆嶋御用船加子舊記之寫」 1941『香川叢書』第
二  香川県
34）前掲註19）
35）村川行弘  1970『大阪城の謎』学生社
36）「大坂城石垣石切とび越丁場跡および小海残石群」
昭和46年香川県史跡指定。「大坂城石垣石切小瀬原丁
場跡」昭和46年県史跡指定。「大坂城石垣石切千軒丁
場跡」昭和46年県史跡指定。「大坂城築城用残石」昭
和48年内海町文化財指定。
37）前掲註１）
38）昭和47年２月24日朝日新聞「小豆島・東海岸　散ら
ばる巨岩」では「海岸ぞいの土地の大半は京阪神の業
者に買占められているのです」と住民の声を紹介して
いる。戦後の石切場をめぐる史跡指定の経過は今後の
課題としたい。
39）「大坂城代青山下野守家来御石役書留」大阪府立中
之島図書館蔵。高田祐一 2014「徳川大坂城再築に使
われた大量の石材はどこで採石された？」『神戸謎解
き散歩』KADOKAWA p.p.154-156
40）「日本山海名産図会」 1975『日本名所図会全集』復
刻版 名著普及会
41）「摂州御影石匠之図」大阪城天守閣蔵
42）現在は兵庫県神戸市・芦屋市・西宮市にて「徳川大
坂城東六甲採石場」を構成し調査保存の対象である。

Abstract　 Preservation progress of a quarry is clarified.Why came to be recognized as a historic site from the place 
of production. By clarifying the historical understanding of the region, I examined the awareness creation for the 
protection. Originally, quarry produces raw materials. We can't think raw materials to be a cultural properties.So 
quarry is not subject to the protection and honoring. In Shodoshima Iwatani, keeper of the stone managed a stone 
wall stone of Osaka Castle.Meiji era, the Army kept the stone wall stone.Taisho era, nationalism was progress. By 
the influence of nationalism, quarry was affected by the history of Osaka Castle castle and the dispatch of troops 
to Korea by Hideyoshi TOYOTOMI. Quarry was transformed into historic sites.The relationship between local 
and Toyotomi Osaka castle was the pride of the region. Because local community has recognized the historic sites　
as  the quarry, quarry came to be protected.
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